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※
均
等
割
額
と
は
、
被
保
険
者
全
員
が

等
し
く
負
担
す
る
額
で
す
。

※
所
得
割
率
と
は
、
被
保
険
者
の
所
得

に
応
じ
て
負
担
す
る
所
得
割
額
を
算
出

す
る
た
め
の
割
合
で
す
。

※
賦
課
限
度
額
と
は
、
賦
課
さ
れ
る
保

険
料
（
年
額
）
の
上
限
額
で
す
。

▼
軽
減
措
置
に
つ
い
て

所
得
の
低
い
方
に
対
す
る
均
等
割
軽

減
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
資

格
を
取
得
す
る
前
日
ま
で
被
用
者
保
険

の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
に
対
す
る
保

険
料
軽
減
措
置
は
、
令
和
４
年
度
も
継

続
さ
れ
ま
す
。

▼
問
合
せ

〇
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
２
８
‐
６
２
７
‐
６
８
０
５

〇
税
務
課
庶
務
諸
税
係

☎
72 

６
９
３
６

平
日
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
受

け
取
れ
な
い
方
は
、
休
日
窓
口
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
ご
利
用
の
際
は
必
ず
事

前
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。
事
前
予
約

が
な
い
場
合
、
窓
口
は
開
設
し
ま
せ
ん
。

▼
日
　
時　

５
月
22
日
㈰
午
前
９
時
〜

正
午

▼
場
　
所　

住
民
生
活
課（
本
庁
１
階
）

▼
問
合
せ　

住
民
生
活
課
住
民
年
金
係

☎
72 

６
９
０
８

令
和
５
年
１
月
か
ら
、
療
育
手
帳
が

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
情
報
連
携
し
ま
す
。

情
報
連
携
が
可
能
に
な
る
と
、
町
役

場
等
の
窓
口
で
申
請
等
を
す
る
際
に
手

帳
の
コ
ピ
ー
等
を
提
出
す
る
必
要
が
な

く
な
り
ま
す
。

療
育
手
帳
に
記
載
さ
れ
た
情
報
（
住

所
、
氏
名
な
ど
）
が
、
現
在
と
違
っ
て

い
る
と
、
情
報
連
携
が
行
え
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
療
育
手
帳
の
住
所
、
氏

名
な
ど
の
変
更
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

お
早
め
に
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

☎
72 

６
９
１
７

４
月
か
ら
、
重
度
心
身
障
害
者
医
療

費
助
成
制
度
の
対
象
者
を
次
の
と
お
り

拡
充
し
ま
す
。
助
成
を
受
け
る
に
は
、

受
給
資
格
の
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
対
象
者　

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
１
級
所
持
者

▼
助
成
内
容　

入
院
や
通
院
に
係
る
医

療
保
険
給
付
の
一
部
負
担
金
相
当
額

を
償
還
払
い
し
ま
す
。

▼
持
ち
物　

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
、
医
療
保
険
証
、
預
金
通
帳

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

住
民
生
活
課
医

療
保
険
係　

☎
72 

６
９
０
９

手
話
の
基
礎
知
識
を
習
得
す
る
講
座

で
す
。

▼
日
　
程　

４
月
25
日
㈪
〜
令
和
５
年

３
月
20
日
㈪
（
全
40
回
、
毎
週
月
曜

日
、
祝
日
は
開
講
し
ま
せ
ん
）

▼
時
　
間　

午
後
６
時
45
分
〜
８
時
45
分

▼
場
　
所　

ゆ
め
プ
ラ
ザ
・
那
須

▼
対
　
象　

手
話
に
よ
り
聴
覚
障
が
い

者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
援

す
る
意
思
の
あ
る
方
、
手
話
通
訳
者

を
目
指
す
方

▼
定
　
員　

20
人

▼
受
講
料　

無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
は
自

己
負
担
）

▼
申
込
方
法　

電
話
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、

電
子
メ
ー
ル

▼
申
込
期
限　

４
月
15
日
㈮

▼
申
込
み
・
問
合
せ

　

保
健
福
祉
課
社
会
福
祉
係

　

☎
72 

６
９
１
７　

Fax 

72 

０
９
０
４

hoken@tow
n.nasu.lg.jp

聞
こ
え
な
い
、
聞
こ
え
に
く
い
方
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
一
つ
に
、

音
声
情
報
を
文
字
に
し
て
通
訳
す
る

「
要
約
筆
記
」
が
あ
り
ま
す
。

要
約
筆
記
者
は
、
聴
覚
障
が
い
者
個

人
や
事
業
所
、
企
業
な
ど
の
依
頼
に
応

じ
、
病
院
や
会
議
な
ど
で
通
訳
と
し
て

派
遣
さ
れ
、
主
に
手
書
き
と
パ
ソ
コ
ン

で
入
力
し
文
字
に
し
ま
す
。

県
で
は
、
毎
年
５
〜
12
月
に
要
約
筆

記
者
養
成
講
習
会
を
開
催
し
て
い
ま
す

の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

と
ち
ぎ
視
聴
覚

障
害
者
情
報
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８
‐
６
２
１
‐
６
２
０
８

　

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

要
約
筆
記
者
を
知
っ
て
い
ま
す
か

療
育
手
帳
が
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
と
情
報
連
携
し
ま
す

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

制
度
の
対
象
者
を
拡
充
し
ま
す

後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢化の進展や医療技術の進歩等による１人当たりの医療費の増
加等に応じて、２年ごとに見直しを行っています。令和４・５年度の保険料率等は、次のとおりです。

令和４・５年度  後期高齢者医療制度の保険料率等のお知らせ令和４・５年度  後期高齢者医療制度の保険料率等のお知らせ

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

休
日
交
付
窓
口
の
ご
案
内

（
予
約
者
限
定
）

マイナンバー

均等割額

所得割率

賦課限度額

令和2・3年度 令和4・5年度

43,200円

8.54％

640,000円

43,200円
（変更なし）

8.54％
（変更なし）

660,000円


